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右の2次元コードを読み取つてお申し込みください
お申し込み方法は裏面をご覧ください

メール ご案内

法定検査申込のご案内 検査予定月
お知らせはがき■ ヽ ■ ,コ 11条検
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<お振込みの方>

スマホ・パソコンでいつても確認

<□座振替の方>

届いたメールから検査日時が指定可能
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紛失の心配なしノ

響

→

24時間受付 ′

お支払い

⑫

PayPayなら、いつでもどこでもお支払いノ
※PayPay以外の電子決済サービスはこ利用いただけません

お振込み
の方は

■|

コンビニで、スマホに表示された
バーコードで簡単にお支払いノ

公益社団法人 和歌山県水質保全センター
〒640-8032和歌山県和歌山市南大工町26番地 (環境会館2F)
丁EL:073‐432-6433 FAX:073-432-6534 URL https://wakayama日 SuihO.Or.jp センターHP
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法定検査結果書
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メールで受け取るメリット
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ペーバーレス化による環境保全に取り組んでいます



通知を受け取りたいメールアドレス、
lDO認証コードの準備

―二・‐11_― :  ―I のメールを受信できるよ
うに、迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定を
してください。
ID。認証コードは当センターよりR7年 5月以降に郵送
されている案内等に記載されています。
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お申し込みサイトヘアクセスし、
メールアドレスの認証

浄化槽法定検査 電子通知 メールアドレス認証

当センターより現在毒送でご案内させていただいている法定検童に綺する各種通知を電子メールにて受け

取ることのできるサービスです。

通知を受け取りたいメールアドレスを入力後、磯翻メールを選讚いたします。

Ω麗菫●螂駆LШh図瑚oのメールを受信できるように、迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定を
して頂く様お願い致します。

https://wakayama¨ suiho.or.jp/form2/a

送信後、入力したメールアドレスに認証完了メールが
届くので、届いたメールからステップ3へ !
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メールアドレスの認証後、
lD・認証コードを入力 !

浄化槽法定検査 電子通知 お申し込みフォーム

No lD=ふ須 ) 認証コード
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浄化槽を複数管理されている場合も、一括で申込可能 !

浄化槽法定検査 電子通知 お申し込みフォーム

浄化■骰置場所    
住所

名称

メールで通知を受け取る案内 ●法定検査前納申し込み0ご案内
●検査予定月案内あお知らせ ●法灘 結果

=

お申し込み著燎情報

氏名

,,ガ,

電話■号

内容に間違いがなければ、送信!

浄化槽法定検査 電子通知 お申し込みフォーム

住所
浄化槽設置場所

名称

メールで運知を受け取る案内
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お申し込み者様情報

氏名

フリガナ

電話番号

ステップ

5

浄化槽法定検査 電子通知 お申し込みフォーム

送信完了

′
=1し
憎法定す査 電子通知のお申しi`ゝみありかとうこきtヽ ま|・
お申じス 、́内容はメール |こ て通知させていたたきま。

今後は選択いただいた案内が

郵送からメールに切り替わります !

お申し込み完了 !
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メールアドレスの変更、通知を受け取る案内の変更も可能です !
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください

:L

1

D・認証コードを入力後、

管理している浄化槽に対し、
メールで通知を受け取る案内を選択

lu一一一 ___|
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有田市役所 有田市みかん農業求人情報発信事業

収穫等0人手を確保したい農憲0■ヘ

有田市みかん農業求人情報発信事業

市が農家の求人情報の掲載申込みを受け、ホームページ等を活用し、
近隣住民や就農を希望する方、学生等へ幅広く求人情報を発信します。

回覧
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情報掲載申し込み
有田市役所

検索・閲覧

こちらから現在公開の

求人情報を確認できま
す。

|.

農家さんはこちらの二

次元バーコー ドからも

お申込いただけます。

ホームページに求人

情報を掲載・発信

興味のある方勝、ぜひ―産有田市役所有田群かた課に
ご相談ください J

お問い合わせ

有田市役所 有田みかん課
TEL:0737-22-3635 FAX:0737-83-3108

担当 :中谷、堀川

■ ■

■

■

■
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●

ホームページを見て、
話等で応募

L」

求人者 ( 家 )

契約成立 (雇用関係)

求職者 (働き手)
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令和 7年度
回 覧

不良空家等除却翻:助事業のご案内
有田市では、地域の防災、防犯等、周囲の環境に悪彩響を及ぼすおそれのある空き家の除

却を促進し、市民の安全 。安心で良好な住環境の向上を図るため除却費用の一部を補助す

る制度を実施しています。

★_董朽イLした空童家を所有してL望地 維ヾま童管理_|二囚⊇_二塾1蚤二_
★_空き星が原因_=近 .隣に迷惑を控旦て墜る .二   など
～ 空き家で困つている方は、是非この機会にご活用ください 1～

|1申請受付期間 : 現在受付中

令和 7年 12月 26日 (金)まで 【土日祝は除く】
‖申請受付場所 :有田市役所 3階 都市整備課 公共建築係
■募集予定棟数 :34棟 程度  (令和7年9月 22日 現在)

※補助金交付申請書提出順.予算がなくなり次第締め切ります。

1日 補助の対象となる空き家

①

②

③

概ね年間を通して住宅として使用実績がない空き家

専用住宅、イ丼用住宅 (2分の 1以上が居住の用に供されていたもの)、 長屋、アバー‐ト

個人が所有する空き家

空き家の不良度の測定基準の評点が 60以上 (市担当者の現地調査による) など…

2.補助金の額
●国が定める標準除却費または除却工事費のいずれか少ない方の金額 |こ 10分の 8を乗じた
額で 80万円が限度  ※家財道具、量 樹木などの撤去処分賣は補助対象外

3.補助対象者 (申請者 )
●空き家の所有者または相続人、または左記の者より除却について同意を得た者

●市税の滞納がないこと  など…

4.補助対象工事
●建設業法の許可又は解体工事業登録 を受けた有田市内の建設業者が請負う工事

●補助対象 となる空き家の敷地内に存 する全ての工作物を除却すること  など…
※補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手したものは補助対象外

5.固定資産税の課税標準の特例措置
空き家の解体に伴い、固定資産税の住宅用地の特例措置は

'!巨

用除外となりますが、本事業を

活用すれば、特例措置と同様の減免制度が最長で 5年度分受けられる場合があります。

6.補助金の代理受領制度
代理受領とは、申請者が受け取る予定の補助金を市から直接施工業者へ交付する制度です。

申請者は補助金相当額を除いた工事責を用意すればよいので支払額の負担が軽減されます。

補助金交付申請には、不良空家等の認定を受けている事が条件となります。

空き家の現力IL調査及び認定申請は、年間を通して受付けしていますのでお気軽にご連絡ください :

補助金
上限80万円

まずは、現地調査から !

httoqT-yuru pEr:e!'jda]d oz'kura s hi./sunetzlAg[30 ntnl
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2.認定申請

【提出書類】

●空家認定申講書 【様式第1号】

●認定を受けようとする建築物の付近見取図

●所有者を特定できる書類

・登記事項証明響 (建物 ,土地・公図)

(登記が無い場合)固定資産課税台帳登録事項証明書 (評価証明書 )
・ (必要に応じ)戸籍膳本、住民票、抵当権利者の同意など
●その他 審査の結果不良空家等に認定できる…

★認定通知書

3.

【提出書類】

●空家除却補助金交付申請書 【様式第4号】

●除却工事実施計画書 【様式第5号 1

●工事見積書 (明細)の写し
●解体業者の建設業許可証又は解体工事業登録の届出の写し

建設業 1土木工事業、建築工事業、解体工事業
●補助対象空家の配置図・平面図

●補助対象空家の外観写真

●確約書 【様式第6号】

●除却工事施工同意書 【様式第7号】 (所有者の同意薔 )
●不良空家等認定通知書の写し

●証明書 (空き家の期間を証明する者は自治会長又は近隣 )

●空家除却補助金代理受領利用予定届出書 【様式第 17号の2】 (1代理受領を利用する場合 )

●その他

申請内容を確認し適正と認めた

☆補助金交付決定通知書

工事契約 。工事着手 ※工事着手前に『建築物除却届』、『建設リサイクル法の届出』の手続きを済ませておくこと

除却I[事完了

申 講 者

1.空き家現地調査依頼

□塗製菫」型塑≧量菫墜=菫墜璽匡≧

民

匿理璽砂

ヽ

匡亜亜砂

匝⇒ □

R

臨砂

不良度の評点が 60未満

不良度の評点が 60以上

∫■
＼/

書類不備等によ り認められない

★不認定通知書

書類不備等により中 1請が認められない

☆補助金不交付決定通知書

書類確認・内容書査 。現地確認

書類確認・審査・現地確認完了後

★補助金確定通 1知書
¬

「
」
(代理受領を利用する場合 )

4.工事完了報告 。交付請求

【提出書類】 (工事完了報告書の提出 :令和8年2月 27日まで)
●空家除却補助金工事完了報告書 【様式第 14号】

●工事請負契約書の写し

●請求書及び明細書の写し、領収書の写し

●工事状況写真 (着工前・解体工事中・撤去後 )

●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10条
第 1頂の規定による届出の写し
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 3第 1項の
産業廃棄物管理票 (マニフェス ト)E票の写し
●工事完了証明書 【様式第 15号】

●除却補助金交付請求書 【様式第17号 1

●空家除却補助金代理受領利用届出書 【様式第 17号の5】

●空家補助金代理受領利用委任状 【様式第17号の6】

●その他

(約 lヵ 月後 )

指定 El座にお振込み

有 田 市

ヨ:螢|(要立会・代理人可 )

r類確認・内容轡査
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□

□

円
日
用
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令和 7年度有田市ブロック塀等撤去補助事業のご案内 ロ 覧

※ 募 集 件 数 11件程 度 (令編 年9月 22日現在 先着順=予算の状兄により増減する場合があります。

有田市では、地震等による道路等に面するブ田ック塀等の倒壊等による被害の軽減及び道路等

の寸断を防ぐことを目的とし、ブロック塀等の撤去費用の一‐部を補助する制度を実施します。

補助対象となるプロ
`,ア

▼以下①～③すべてを すもの

たとえば・

補助金上限

るコンクリー トブロック造、レンガ造、石造その他組積造による塀及び門柱。
(、3)―市担当者による現地調査の結果、危険と判断されたブロック塀等であること。
③ 道路等

※に面しており、道路面から高さ 60セ ンチメートル以上で、延長2メ ートル以上であること。
※道路等…市民等が避難する際に利用する道路及び道9

① 有田市内にあ

の
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きず鯵現地調査を行1)1参けので、

下記Iの問合せ先ヘ

ご連絡ください ′

撤去工事費 (基礎の撤去及びその処分並ひに整地に係る費用を含む)と 市が定める標準工事費・ のいずれ
か少ない額とし、_L限を 20万円とします。
(標準工事費…撤去するブロック塀等の面積 1平方メー トルにつき 12.000円 を乗じて得た額 )

Cプロック塀等の所有者又は左記の者より撤去
0市税等の滞納がないこと。
③ 暴力団及び暴力団員等でない方。など

についての同意を得た方c

赫AF巌 対象で二 _
所有者から同意を得た自治会等も申請でききす。

IЭ 対象となるブロック塀等を撤去し、撤去後新たにブロック塀等を設置しないこと。
② 有田市内において建設業等を営む個人事業主又は法人との契約により行うこと。
(注意)補助金の交付決定前に工事契約や工事着手を行つた場合は、補助金が交付されません。

③ 国、県又は市の公共用地取得に伴う損失補填を受けていないこと。
補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。など④,過去に同補助金や空き家の除却にかかる

・令和 7年 4月 14日 ll月 曜日)～令和 7年 12月 26日 (金曜日)
・令和 8年 2月 27日 (金曜日)までに工事完了報告書を提出すること。
※.補助金交付申壼遭:Ω重」墜_と生_旦ます二

※補助金は予算の範囲内となります。

現地調査徹1額や相談!ホ

随時受け付けてお‖孝す ′

問合せ先

有田市役所 経済建設部
都市整備課 公共建築係 (市役所 3階 )
電話 0737-22-3619(直 通 )

補助金の交付に関する手順については裏面をご確認くださいっ
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③
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⑩
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①
補
助
金
の
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⑫
補
助
金
の
交
付

① 現地調査依頼
補助金の交付対象かどうかの現地調査が必要となりますので、まずはご連絡もしくはご来庁ください。
その際、確認事項の聞き取りをさせていただき、現地調査の日程等を確認させていただきます。

② 現地調査
・プロック塀等が補助金の対象となるかを確認させていただきます。(要立合・代理人可)
・対象とならない場合は、手続き終了となります。
・対象となった場合は、その場で交付申請用紙等をお渡しさせていただきます。

③ 補助金の申請
下記の必要書類をそろえていただき、市役所都市整備課までご提出ください。
・ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書 【様式第 1号】
・補助対象ブ

「
lッ ク塀等が存する敷地の付近見取り図

・補助対象ブ
「
|ッ ク塀等の寸法及び面積を明示した敷地配置図

・工事見積書 (要内訳の記載)の写し
・施工業者要件証明書
・補助対象ブ

「
|ッ ク塀の現況写真

・プロック塀等撤去事業補助金代理受領利用予定届出書 【様式第 9号】 (代理受領を利用しようとする場合)
・その他

④ 審査
・提出いただいた申請書等をもとに審査を行います。
・書類不備等や、不適当であると認められた場合には、補助金が交付されません。

⑤ 補助金の決定
審査により、適当であると認められた方には、決定通知書を送付します。

⑥ 工事契約・着手
'決定通知が届いた方は、撤去工事の契約・着手をしてください。
・補助金交付決定前に、契約や工事を行つていた場合には、補助金が交付されませんのでご留意ください。

C. 撤去工事完了
撤去工事完了後、完了報告書提出の準備をお願いいたします。

③ 工事完了報告 (ェ事r,EI_2日 力≧二 30_日 以内L三提出産墨願いします )
下記提出書類を工事完了後すみやかにご提出ください。
・フロック塀等撤去事業補助金完了報告書 【様式第 6号】
・撤去工事中及び完了後の写真
・工事契約書 (契約を締結していない場合は注文書及び請書 )
・内訳が記載された請求書の写し及び領収書の写|し (代理受領を利用する場合は、実施内訳書)
。ブロック塀等撤去事業補助金代理受領利用届出書 【様式第 12号】(代理受領を利用する場合)

③ 審査・確認
提出いただいた書類等を審査させていただき、現地確認を行います。

⑩ 補助金の確定
審査の結果、適当であると認められる方に補助金確定通知書を送付します。

0 補助金の請求
・補助金の確定通知書が届いた方は、ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書 【様式 8号】を提出してください。
・代理受領を利用される方は、ブロック塀等撤去事業補助金代理受領利用委任状 【様式 13号】により、工事施工者に補助
金の請求を委任し、委任を受けた工事施工者が交付請求書 【様式 8号】を提出してください。

⑫ 補助金の交付
請求書の提出から、 lヶ月程度で、指定の口座へお振込みをさせていただきます。

『代理受領』とは、申請者が受け取る予定
の補助金を市から直接施工業者へ交付す
る制度です。

申請者は補助金相当額を除いた工事費を

用意すればよいので支払額の負担が軽減
されます。

気を付けてください′′
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